
 
広
島
県
契
約
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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広
島
県
契
約
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
契
約
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
十
四
条
第
一
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二 

一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
銀
行
そ
の
他
契
約
担
当
職
員
が
確
実
と
認
め
る
金
融
機

関
又
は
保
証
事
業
会
社
と
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
履
行
に
つ
い
て
保
証
契
約
の
予
約
を
し
、
当
該
保

証
契
約
の
予
約
に
係
る
証
書
を
提
供
し
た
と
き
。

 
 
 

附 

則

 

（
施
行
期
日
）

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
て
い
る
入
札
保
証
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。


